


　　　　　福岡県男女共同参画白書の刊行にあたって

　少子・高齢化の進行や経済のグローバル化に伴って、社会構造や私たちの生活様式は大きく

変化しています。

　このような状況の中、わが国の経済社会を活性化するためには、女性の自立と社会参画を進め、

男女がともにあらゆる分野で個性と能力を十分に発揮できることが必要です。

　本県においては、昨日より今日、今日より明日が良くなる、将来に向かって希望を持てるよ

うな地域社会を構築し、県民一人一人が福岡県に生まれ、生活して良かったと実感できる「県

民幸福度日本一」を目指した取り組みを進めています。

　この「県民幸福度日本一」を実現するためにも、男女共同参画を進め、女性がいきいきと働き

活躍できることは、重要な要素です。

　福岡県では、平成１３年に福岡県男女共同参画推進条例を制定し、平成１４年に第１次、平

成１８年には第２次福岡県男女共同参画計画を策定し、積極的な取り組みを進めてきました。

その結果、県の審議会等における女性委員の割合は、目標としていた４０％を平成２２年４月

に達成し、昨年４月には４１．３％になりました。また、県内３９市町村が男女共同参画の推進

に関する条例を制定し、４３市町が男女共同参画に関する計画を策定するなど、地域における

男女共同参画も着実に進んでいます。

　第３次計画では、「女性の更なる社会進出を推進し、女性が多様な分野で能力を発揮する、活

力ある社会をつくる」を大目標とし、主要な観点として「困難な立場にある女性への支援」、「課

題解決型の実践的活動の推進」を掲げ、実効性ある施策を総合的、計画的に推進することとし

ています。

　本書では、福岡県の男女共同参画に関する現状や施策の概要などとともに、配偶者からの暴

力のない社会を実現するために策定した「福岡県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本計画」に基づく施策の推進状況について紹介しています。

　これからの男女共同参画社会づくりを推進していく上で、本書を多くの皆さんに活用してい

ただければ幸いです。
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